
大規模イベント時における救急災害医療体制検討部会（案）
（平成30年度第2回救急医療対策協議会資料）

２０２１年以降協議会名 東京２０２０大会に向けた取組

災害医療協議会 

 

★イベント主催者に対するガイドライン 

  （イベント時の基本的な要領） 
 

① 通常時の医療ニーズへの対応 

  ・救護所の設置運営 

  ・近隣医療機関との情報共有 

  ・後方医療施設の確保 

  ・病院救急車や民間救急車の活用 
 

② 非常時への医療ニーズの対応 

  ・多様な災害（ﾃﾛ・NBC・雑踏事故等）へ 

      の対応 

  

 部会の合同設置（略称：イベント救急部会） 
 

 ◎ ３つの柱 
 

  ① 日常の救急医療体制の確保 

  ② 大規模イベント時の医療体制の支援 

  ③ 不測の事態（テロ・多数傷病者）への対応 
 

 ◎ 検討事項 
 

  ① 熱中症対策を含めた救急医療体制の確保 

    （ラストマイル等を含む） 
 

  ② 関係機関、会場近隣の医療機関の情報共有 
 

  ③ 後方医療施設の確保・病院救急車や民間救急車の 

    活用 
 

  ④ 東京ＤＭＡＴの活用 
 

  ⑤ 多様な災害（ﾃﾛ・NBC・雑踏事故等）への対応 
  

 ◎訓練 

救急医療対策協議会 

・救急医療対策協議会及び災害医療協議会委員や関係 

 機関の代表者等により部会委員を構成 
 

・検討事項に応じて、部会委員以外にも出席を求める 

 

 

東京2020大会まで定期的に開催 

 東京2020大会のレガシーとして、 

 都の救急災害医療に反映 

┗  大規模イベントガイドライン改定部会 

資料４－１ 

 

① 熱中症に対する医療等の充実 
 

② 日常の救急医療体制の確保 


